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序：はじめに：問題関心および『社会政策の社

会学』を書評する理由

本稿は、従来の「社会政策研究」と「社会

政策が対象としてきた領域（労働・福祉・医

療・家計など）の社会学研究」の研究動向を簡

略に振り返りながら、『社会政策の社会学』（武

川正吾著；ミネルヴァ書房 2009）の書評を行

い、今後の「社会政策の社会学」という領域の

課題の提起を試みるものである。まず、なぜ本

稿は「社会政策研究」と「社会政策が対象とし

てきた領域の社会学研究」を回顧の対象とする

のか。それは、後述するように従来の研究にお

いてこの 2 つの領域を架橋する試みがあまり

行われなかったため、「社会政策の効果」およ

び「社会学が対象としてきた領域の問題の解決

方法」に関する考察が曖昧なままにとどまって

きたように思われるからである。

では、「社会政策研究」と「社会政策が対象

としてきた領域の社会学研究」を本稿はいかな

る視座から接合し、またなぜそのような接合を

提起するのだろうか。「社会政策が対象として

きた領域の社会学研究」において、家族をはじ

めとしたミクロな「相互作用が行われる範囲で

の矛盾」および「個人の内部での矛盾」に関す

る先行研究の蓄積が多く見られた。しかし、こ

のような次元の事象が「社会政策の効果」を左

右しうるにも関わらず、社会政策研究にこの点

が反映されていない。さらに、社会政策の利用

者および負担者の双方になりえる各個人は、「社

会全体での資源をめぐる矛盾」の調整の役割を

担い社会政策に対する支持・不支持を左右する

意識・通念である「社会的な必要」と先述した

家族のような「相互作用の範囲内」あるいは「個

人の内面」での矛盾を調整する役割を担う意識・

通念である「個人の必要」を使い分けている可

能性が高い。しかしながら、社会政策研究にお

いては前者の「社会的な必要」に焦点が当てら

れることが多かったのに対し、「社会政策が対

象とする社会学研究」においては後者の「個人
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の必要」に焦点が当てられることが多く、同じ

「必要」といっても異なった次元のものに関し

て考察していたといえる。（あるいは両者を混

同していたといえる。）よって、「社会政策研究」

と「社会政策が対象とする領域の社会学研究」

の双方の研究成果を踏まえてこれらを接合する

ことは以下のような意味を持つ。それは、「社

会的な必要」と結びついた社会政策が、社会政

策が対象とする領域における「個人の必要」に

よってどのように媒介されどのような効果を持

つのか、をより正確に見極める上で含意を持

つ、ということである。以上を踏まえて「相互

作用」や「個人の内面」のようなミクロな次元

における「個人の必要」と社会全体での資源を

めぐる「社会的な必要」が、社会政策の利用者

かつ負担者になりえる個人においてどのように

同居し、そのことが社会政策に負担・給付を通

じて関与する国民・住民および専門家、官僚な

ど諸アクター間の調整によって裏打ちされた社

会政策の効果をどのように左右するのか、とい

う観点から本書『社会政策の社会学』の書評を

行いたい。

そして、このような意義を持つ「社会政策

研究」と「社会政策が対象としてきた領域の社

会学研究」を架橋する視座の提供を試みる手段

として、武川正吾の執筆により、2009 年にミ

ネルヴァ書房より出版された『社会政策の社会

学』（以下「本書」と記述）に関する書評を行

いたい。

　では、なぜ本書の書評が、上記の「社会政策

研究」と「社会政策が対象としてきた領域の社

会学研究」の架橋という課題に適しているのだ

ろうか。

　まず、一点目は 1981 年から 2006 年という

日本の社会政策における拡大・縮小・再編とい

う短期間での激動の時代に執筆された論文が収

録されている点にある。そしてこのような社会

政策の変化と同時代性を持った社会政策に関す

る社会学的研究の論文が収録されているのであ

る。つまり、戦後日本の社会政策の変動と社会

政策研究の変動、さらには社会構造の変動とい

う 3 者の関連を理解する上で非常に適した論稿

が収録されているように思われるからである。

　次に、本書の持つ意義は、他書に類を見ない

社会政策に関する包括的な視座を提供している

点にある。それは単に、「必要」概念をはじめ

とした原理的な考察および社会政策をめぐる政

治力学や国民の意識のような実証研究が収め

られているというだけではない。社会政策を取

り巻く環境を体系的に把握する上で極めて重要

で、相互に有機的なつながりを持つ観点を提供

する論文が収録されている。つまり、本書で提

起された様々な観点をつなぎ整理することが、

「社会政策」の対象である「人々の生活上の必

要」を取り巻く社会構造の全体像を把握するこ

とにつながると考えられ、「必要」概念の性質

を深く考察することにもつながる。そして、そ

のような本書の書評を通じた全体像の把握が今

後の「社会政策の社会学」の課題を考える上で

極めて有益であると考えられる。

　しかしながら、本書は「社会政策研究と社会

学研究を架橋する視座を提起する」という大き

な課題を抱えているようにも思われ、この点を

後に詳細に述べる。

　以上の点を踏まえ、まず次節では本書の概略

を述べ、筆者なりの視点から、本書の各論文で

提供された多様な観点を整理するという作業を

行う。そして、第 2 節では、社会政策を取り巻

く現状を、第 3 節ではそのような現状に対する

先行研究の状況を、筆者の関心の観点から整理
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する。第 4 節では、本書の課題について検討し、

まとめの第 5 節で「社会政策の社会学」とも呼

ぶべき領域に関する今後の課題を簡潔に提起し

たい。

　なお、先述したように本稿での「社会政策」

は、本書と同様に「人々の生活上の必要を満た

し」( 本書 : 140)、「生活の向上や安定を直接の

目的とする」（本書 : 207）公共政策、と定義す

る。また、本書はかなり時代をさかのぼる論文

も収録されており、仮説を探索する段階の論文

も収録されていることから、実証の手続きを検

討するというよりも諸論文が提起した観点その

ものを書評し、それらの位置づけを探る、とい

う手法を採ることにする。

1：本書『社会政策の社会学』の概略

　本書は、上記の通り 1981 年から 2006 年に

かけて著者である武川正吾が執筆した論文のう

ち、単行本に未収録であったものが集められて

いる。これを「個人の需要」「個人の必要」お

よび「社会的な必要」の相互矛盾と同居の可能

性という本稿の問題関心に即して検討してみよ

う。

　本書の主眼点は「人々の生活の必要を満たす」

という社会政策の役割、現状を社会学的に考察

するという試みである。「人々の生活の必要」

に関して、「必要」の定義は何でありどのよう

な領域において満たされるべきものか、そして

それを満たすためには資源が必要だが、いかな

る資源があってそのための負担と給付に関して

いかなる原理や方法によってそれが行われてい

るか、ということが本書の一貫した問いである、

といえよう。

　「必要」とは何か、に関しては、「個人の主観

的欲望」である「需要」との対比で第Ⅰ部の第

1 章 ~ 第 2 章において考察が行われ、個人から

離れた社会通念や専門家等による判断を経た規

範的、道徳的な次元を含むものであることが論

じられ、同時にそこにおいては社会的価値をめ

ぐる貢献原則、業績原理や必要原則などの様々

な原理を用いた対立が生じることが言及されて

いる。

次に「必要」が満たされるべき領域として、

「保健」「医療」「福祉」（第 8 章）に加えて、そ

れらの基盤になりえる存在としての「住宅」（第

5 章）が提起されている。このような領域にお

ける「必要」を満たすための資源を提供する存

在としては「非公式部門」「公共部門」「民間営

利部門」「民間非営利部門」への注目が行われ、

「必要」を満たすための負担を考える場合も公

的負担のみに注目した従来の「国民負担率」だ

けでなくこれらの部門のトータルな負担および

その配分を考えることの重要性が提起されてい

る。（第 7 章・第 9 章）

さらに「必要」を満たすための資源配分を行

うアクターとして「専門家」「官僚」（第 4 章・

第 6 章）、「専門家」と「官僚」の「必要」をめ

ぐる判定のずれ（第 10 章）、そしてその財源を

支える国民・住民（第 11 章・第 12 章・第 13 章）

に注目が行われている。これらのアクターに、

生活上の「必要」を抱えている「利用者」が対

峙するという構図が本書では描かれているが、

そこにおいて「利用者」の「必要」を満たす方

法として、「専門家」や社会全体の分配構造に

関する資源配分の役割を担う「官僚」との非対

称性の緩和に向けた、運動をはじめとした「参

加」という方法、そこにおける新たな概念への

注目（第 3 章・第 4 章）も行われている。

　終章では、「諸制度や諸システムの秩序だっ
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た関係」であり「制度やシステムが人々の行為

の繰り返しによって支えられている状態」とい

う「システム統合」と「諸個人や諸集団の秩序

だった関係」であり、「生活世界における人々

の行為やアイデンティティの安定」とつながる

「社会統合」の 2 つの視点が「必要」をどの程

度満たしているのか、ということに注目しそこ

から、社会構造における社会政策の位置づけが

論じられている。そして、両者は相対的に自律

しつつも相互依存の関係にあり、一方が極端に

低下すると他方も成り立たなくなるものである

ことが論じられて、その中での社会政策の役割

の重要性が指摘され、本書が締めくくられてい

る。

　以上を踏まえると、本書では「個人の需要」

との対比で、あくまでも「個人の必要」に焦点

が当てられ、様々な相対立しうる利害を抱えて

いる「専門家」や「官僚」、「国民・住民」が加

わる分配構造という社会構造の中での「個人の

必要」の充足の可能性に注目している。よって、

「社会的な必要」と「個人の必要」を区別する

という本稿の視座とは異なったものとなってい

る。

　では、このような本書の着眼点および分析に

対して、社会政策を取り巻く現状や先行研究は

どのようになっているのだろうか。以下に言及

する。

2：社会政策を取り巻く現状と矛盾点

　本節では社会政策を取り巻く現状に潜む矛盾

点のうちで、本書との関連で重要であると思わ

れるものを筆者なりに述べる。特に利用者の「必

要」を充足するという社会政策の目的に照らし

て、ここでは利用者サイドの「必要」に絞った

現状考察を行う。本稿の現状分析において、こ

のような「利用者の必要」に焦点を当てた考察

を行うのは、意外にも「利用者の必要」が相互

にどのような位置にあるのか、という観点から

の考察が先行研究においては弱かったためであ

る。「誰の必要」がどのような社会政策によっ

て抑制されるのか、に関する言及はあっても、

そもそも、各個人の「必要」自体が相異なり限

られた資源のもとでは相互に対立する可能性を

踏まえた考察が弱かったように思われる 1。

　大まかに述べると、「①社会全体での資源を

めぐる矛盾」および家族のように「②相互作用

が行われる範囲での矛盾」、という 2 つの矛盾

が社会政策において生じているように思われる

のである。

　まず、1 つ目の「社会全体での資源をめぐる

矛盾」についての現状から述べたい。結論から

述べると、複数の定立困難な問題が横たわって

いる可能性が高い、ということである。たとえ

ば、「多様な『必要』をいかにして充足するのか」

という問題と「財政赤字をいかにして解決して

いくのか」という問題、そして「負担に見合っ

た受益という『負担の公平性』」という問題が

定立困難な状況になっているように思われる。

　しかしながら、これらの「社会全体での資源

をめぐる矛盾」を解決したとしても、次に述べ

る「相互作用が行われる範囲での矛盾」の緩和

には必ずしもつながらない。

　そこで次に、2 つ目の「相互作用が行われる

範囲での矛盾」について述べる。具体的には、

育児や介護などにおける「自分で引き受けた以

上責任を以て見るべき、という観念から育児や

介護の担い手がバーンアウトに陥ってしまう」

「自発性のパラドックス」とも呼ぶべき現象な

どが浮かぶ。さらに、介護の受け手や他の親族
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との個人的な関係・しがらみによって介護や育

児を自ら（特に女性）が家庭で担わざるを得な

いような状況もこれに含む。そして、結果とし

て介護・育児の多様な担い手のうち、女性、娘

や長男の嫁など特定の者に負担が集中し、ミク

ロな次元での性別役割分業が生じる、という問

題点である。

また、同一個人の内部でもケア労働に対する

負担感とケアの対象に対する愛着などの複数の

相矛盾する感情が同居する、という現象も生じ

ている。これに関しては厳密には「個人内での

矛盾」とも言えるが、「相互作用が行われる範囲」

より狭い範囲内での矛盾であり、ミクロな次元

での矛盾である、といえる。このような「個人

内での矛盾」の問題も、社会政策によってアク

セスの平等・資源の再分配を行うのみでは緩和

されないという意味で、「相互作用の範囲での

矛盾」と同じような社会政策に対する含意を持

つ、といえよう。

そして、これらのミクロな次元の問題は社会

全体でのマクロな次元での規範や意識・資源配

分構造から生じるというよりも、家族・親族内

部や個人の内面での相互作用における規範や構

造というミクロな次元での制約から生じている

問題である。実際にスウェーデンやドイツなど

で見られる「父親のみを対象とした育児休業制

度」や日本の介護保険制度誕生以降の「家族介

護への現金給付の抑制」はこのような問題点の

緩和の効果を一定程度持つと考えることもでき

る。このような次元の問題も社会政策の対象と

する領域であるといえよう。

　これは 1 つ目の「社会全体での資源をめぐる

矛盾」とは異なった次元での問題であり、した

がって「社会全体での資源をめぐる矛盾」を解

決したとしても解決するとは限らない問題であ

る。なぜなら、1 つ目が「相互作用が可能な範

囲を超えた資源の配分」を志向しているのに対

して、2 つ目は「相互作用が行われる範囲での

資源の配分」に関わる問題だからである。2 つ

目の問題は、1 つ目の「社会全体での資源をめ

ぐる矛盾」という問題よりも、親密性ないし強

い関係を伴い、その場に固有の事情を伴う個人

間の「相互関係・相互作用」という要素が強い。

そのため社会政策を通じて「社会全体での資源

配分」を行ったとしても、「相互作用・関係」

というミクロかつ個別具体的、さらに長期に渡

る「物語」がそこに含まれる 2 つ目の問題を緩

和するのは困難なのである。また、社会政策に

おける「アイデア」の役割に注目した言説政治

に関する先行研究は近年多くの蓄積が見られる

が、このようなアイデア・言説の役割はマクロ

な「社会全体での資源をめぐる矛盾」以上に、

ミクロな「相互作用の場」において強力な役割

を果たす可能性が高い。

　加えるに、仮に社会政策を通じて、このよう

な「相互作用が行われる範囲での矛盾」の緩和

を図ったとしても、1 つ目の「社会全体での資

源をめぐる矛盾」という問題以上に逆機能が付

随する可能性も高い。なぜなら、「相互作用が

行われる範囲」の問題は、医療のように緊急性

を要する問題とは異なり「ライフコースに関わ

る諸問題」（石川 2007: 12-4）であり、パター

ナリズムの逆機能がより大きくなる可能性が考

えられるためである。また、「相互作用が行わ

れる範囲での矛盾」への社会政策を通じた介入

は、個人への介入というよりも「相互作用への

介入」の要素が強いため、社会政策を通じた介

入によって新たな形で「相互作用に参加してい

る関係者間」での資源をめぐる矛盾・不満が増

大する可能性が考えられる。
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　だが、同時に解決することが困難であるとは

いえ、上記の 2 つの矛盾は緩和不可能な問題で

はなく、制約・矛盾を相対化するような試みも

蓄積されてきている。まず、1 つ目の「社会全

体での資源をめぐる矛盾」という問題に関して

は、社会保障の負担者・利用者の価値意識とい

う次元を導入することによって緩和することが

可能である。たとえば、保険料や税負担という

意味での社会保障制度の負担の担い手が、自ら

が利用しない社会サービス・社会保障給付への

負担に「生存権は国民全員に保障すべきである」

という公平感・価値意識に基づいて賛同するよ

うなケースも考えられる。このような場合上記

の「負担の公平性」の問題の緩和にはつながる。

2 つ目の「相互作用が行われる範囲での矛盾」

に関しても、相互作用を行う中で、その場での

規範を相対化するようになる、という可能性も

考えられる。

3：「社会政策研究」・「社会政策が対象とする領

域の社会学研究」に関する現状

　では、前節で述べたような現状に対して「社

会政策研究」や「社会政策が対象とする領域の

社会学研究」はどのような研究成果を残してい

るのだろうか、見てみよう。

　まず、社会政策研究に関しては、一点目の

「社会全体での資源をめぐる矛盾」を主に研究

対象としてきたといえるだろう。たとえば、社

会保険の保険料や自己負担が利用者に及ぼす

影響などに関する考察（Anntonnen et al. 2003; 

河野 2004 など）、あるいは選別主義や普遍主

義などの資源の割当がスティグマや社会全体

での資源配分に与える影響に関する考察（坂

田 2003 など）などはこのような現象を対象と

している、といえる。社会サービスの利用要件

における家族要件の有無・配偶者控除や雇用機

会均等法などジェンダー関係を志向した社会政

策が雇用や貧困・ケアなどにおける社会全体

でのジェンダー関係に与える影響に関する考察

（塩田 1992; 古橋 1993; Hill 2000; Sarasa 2008; 

Backman 2009; 木本ほか編 2010 など）もこの

ような視座によるものである。多くの社会政策

研究（特に国際比較に基づく研究）は「福祉国

家による解放の可能性」と「福祉国家による

抑圧の可能性」の双方の視点を考察していた

が、やはり、そこでは「社会全体での資源を

めぐる矛盾」という視座を踏まえていたように

思われる。政治学の潮流でも、資本主義と絡め

た理論的視座に基づいて政策決定過程における

労働勢力や資本家勢力など諸アクターの位置づ

けに注目した研究（遠藤 2005 など）や逆に制

度構造による諸アクターの制約に注目した研究

（Pierson 1996 など）、さらにはこれらの双方を

ミックスしより動態的な視座からの分析を試み

た研究（Schmit 2008 など）の双方が見られる

が、これらの研究にしても「社会全体での資源

をめぐる矛盾」への着目では共通している。ま

た、近年の福祉国家研究で争点となっている「段

階論」や「類型論」なども同様の「社会全体で

の資源をめぐる矛盾」という含意を持っていた

といえよう。前節で言及した「言説政治」に関

しても、大半の研究はこのようなマクロな「社

会全体での資源をめぐる矛盾」における言説の

役割（Effinger 2005; 宮本 2006; 冨江 2007; 加

藤 2009 など）に注目していたのではないだろ

うか。

　次に、「社会政策が対象とする領域の社会学

研究」はどのような研究成果を残しているのだ

ろうか。まず、マクロな次元からの考察を行っ
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た研究としては、さまざまな属性や社会構造の

「社会政策が対象とする領域における実践や意

識」との関係をみた研究が挙げられる。具体的

には性別や学歴、職業、所得、年齢、家族構成・

社会関係資本・所得などによって育児や介護・

家事・就労に関するさまざまな分業意識やさま

ざまな役割分業実践がどのように異なるのか、

という観点からの考察を行った研究などが考え

られる。（坂本 1989; 村尾 2003; 白波瀬 2005

など）さらに、さまざまな属性や社会構造が社

会政策そのものに対する意識に与える影響をみ

た研究も数多く見られる。（Taylor-Gooby and 

Martin 2010 など）これに時間的な軸を導入し、

マクロな次元での動態的なアプローチに基づい

た研究も多く見られる。たとえば、コーホート

分析やライフコースアプローチを用いて世代間

でのライフコース内での育児・介護などのイベ

ントの配分の変化に注目した研究などがこれに

該当する。（菊澤 2007 など）これらの研究は、

マクロな構造が「必要」に及ぼす影響に着目し

ているが「個人の必要」と「社会的な必要」の

区別が曖昧であった、といえよう。もっとも、

このマクロな次元からの「社会政策が対象とす

る領域の社会学研究」に関しては、上記の社会

政策研究と結びつくことも増えている。言い換

えれば社会政策をこのマクロな資源配分構造に

組み込んだ上で、マクロな構造における社会政

策の位置付けまで踏まえた実証研究が増えてい

る。（Cooke 2006; Strandth 2006 など）また、

New Social Risk 論をはじめとして、家族構造や

労働市場の変動をも視野に入れて、これらが政

策決定過程や社会政策そのものに及ぼす影響を

踏まえた考察を行うケース（Bonoli 2007 など）

が増えており、ここにも「マクロな次元からの

社会学研究」と「社会政策研究」の連携を見る

ことができる。

他方で「社会政策が対象とする領域の社会

学研究」においては、ミクロな次元からの考察

を行った研究も数多く見られる。具体的には、

まず、家族以外の選択的な関係に基づいた福祉

施設や病院における相互作用に関する考察が見

られる。（三井 2007; 秋谷 2008; 翁 2010 など）

他には、社会運動や NPO などの当該領域の利

用者相互のつながりを通じた実践に注目した研

究（浮ヶ谷・井口編 2007 など）などもこの選

択的な関係におけるミクロな次元からの考察に

注目していると言えよう。次に相対的に選択性

の程度が弱く代替可能性や離脱可能性の認識の

弱い、家族による育児や介護の実践などを研究

対象として、当事者の意識・規範・相互作用の

場の構造を探る研究なども膨大な量の蓄積が見

られる。（水嶋 1998; 春日 2001; 林 2003 など）

家計という現金の問題に関しても世帯内での配

分をめぐる対立、権力の偏在の可能性を実証的

に考察した研究が見られる。（室住 2006 など）

先述した「言説」に関してもこの潮流の研究に

関しては、社会政策研究が注目してきたマクロ

な資源配分構造としての言説の役割というより

もこのようなミクロな相互作用の場での言説の

役割に注目した研究が多い。これをより動態的

な視座から長期的な時間軸を導入した上での分

析として、「ライフストーリー」の手法に基づ

いた諸経験に関する研究などが挙げられる。（株

本 2000; 鈴木 2007 など）上記の「相互作用が

行われる範囲での矛盾」はこのような領域の研

究対象となってきたといえよう。

さらに、このミクロな次元の研究において

は、個人内部での「役割葛藤」「アイデンティ

ティの矛盾」に注目する研究も多く見られる。

具体的には家族内での育児や介護の役割に関し
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て、就業とケア役割の両立に起因する役割葛藤

に焦点を当てたストレス研究や多様な相矛盾し

うる感情の同居に焦点を当てた研究などが見ら

れる。「相互作用構造」が存在したとしても相

互作用の担い手間で「相互作用構造」に関して

異なった認識を抱く可能性は十分にあり、先述

した「相互作用構造」よりもさらにミクロな次

元に注目している、といえよう。もっとも、上

記の「相互作用の範囲における矛盾」と「個人

内での矛盾」に関しては、同一の研究において

考察されていることも多い。（Ungrson 1987; 

笹谷 1999 など）

また、このミクロな次元の研究の特徴として

重要なのは上記の矛盾やマクロな構造を相対化

するような実践を対象にした考察が蓄積されて

きている点である。たとえば、性別役割分業を

相対化するような家族における就労と育児・介

護の実践などに注目した考察などがこれに該当

する。（舩橋 2006; 山根 2010 など）無論、こ

れらの「ミクロな次元の研究」においては、上

記のマクロな構造や社会政策による資源配分構

造による制約によって、個人の価値規範や選好

などが状況適合的に再生産され、「相互作用の

場」の構造とマクロな社会構造や社会政策との

連動性を指摘した論点も多い。しかしながら、

これらの研究の中には、マクロな社会構造や社

会政策には還元されない構造がミクロな「相互

作用」の場には潜んでおり、むしろそれと相矛

盾する構造さえ存在していることを指摘した論

点も数多く見られるのである。これらのミクロ

な次元に焦点を当てた社会学研究は冒頭の「個

人の必要」に注目していたといえよう。

　では以上の研究動向を踏まえると、どのよう

な点が「社会政策の社会学」の課題になるのだ

ろうか。おそらく、「社会政策研究」と「社会

政策が対象とする領域の社会学研究」を架橋す

る視座を形成することが今後の課題（の 1 つ）

であろう。これらの領域に関する研究状況を振

り返ると、特に「社会政策研究」と「社会政策

が対象とする領域の社会学研究」のうちでミク

ロな次元からの考察を行った研究を架橋する視

座が不足しているように思われる。さらに、同

じ「社会政策が対象とする領域の社会学研究」

においても「マクロな次元からの考察」と「ミ

クロな次元からの考察」を架橋する視座が不足

しているように思われる。以下にこのことを少

し詳しく検討してみよう。

　一点目の「社会政策研究」と「社会政策が対

象とする領域の社会学研究」におけるミクロな

次元からの研究を架橋する視座の必要性につい

てである。前節で言及したように、社会政策が

対象とする問題は、「社会政策を通じた社会全

体での資源配分」によってのみ解決可能なもの

ではない。つまり、社会政策によってアクセス

の平等や質の保障を行うのみでは、一点目の「社

会全体での資源をめぐる矛盾」を解決できても、

二点目の「相互作用が行われる範囲での矛盾」

を解決することは困難なのである。しかしなが

ら、社会政策研究においては、二点目の「相互

作用が行われる範囲での矛盾」を視野に入れた

考察が不十分であったように思われる。おそら

く、多くの社会政策研究は、一点目の「社会全

体での資源をめぐる矛盾」を解決することが、

「相互作用が行われる範囲での矛盾」の緩和に

もつながる、と想定したのではないだろうか。

他方で「社会政策が対象とする領域の社会学研

究」に関しては、「資源配分構造」における社

会政策の独自性に関する考察が不十分であった

ように思われる。社会政策とは「個人がこのよ

うな価値規範を支持しそれに従う」というだけ
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でなく、「自分以外の他者にも同様の原則に従

う」ことを求める「強制性の強い」ものなので

ある。このような社会政策の効果を考え、「社

会政策研究」の成果をこの二点目の「相互作用

が行われる範囲での矛盾」に関するミクロな次

元からの社会学研究につなげていくことが大き

な課題になるのではないだろうか。また、これ

は「社会政策には何ができないか」という社会

政策の限界を考える上でも貴重な視座につなが

るであろう。

　次に「社会政策が対象とする領域の社会学研

究」においても、マクロな次元からの考察とミ

クロな次元からの考察を架橋する視座を形成す

る必要性である。マクロな次元からの考察もミ

クロな次元からの考察も「社会構造」に注目し

てはいるが、やや異なった「社会構造」に注目

しており、そのため理論的考察を行う際にこの

複数の異なった「社会構造」を同一視した解釈

が行われる傾向が見られた。このことは「意識」

や「規範」のような「言説構造」に関する考察

において顕著である。たとえば社会政策との関

連で注目されることの多い育児や介護への責任

の所在に関する意識に関してであるが、人々

の意識において、マクロな次元においては就労

や育児・介護に関して家族や女性に責任を集中

させる意識は相対化される傾向が見られるもの

の、ミクロな次元においては家族、中でも女性

がこれらの責任の担い手の中心となる傾向が強

く見られる。同一人物の内部においてさえこ

れらの相矛盾しうる意識は同居しうるものであ

る。質問紙調査において「責任・役割分担意識」

に関して回答した場合も「一般論として、社会

全体においてこのような育児・介護・就労に関

する役割分業をすべきである」という「社会的

な必要」と結びつく場合と「自分や自分を取り

巻く職場や家庭固有の状況を踏まえて、自分は

このような役割分業をすべきである」という「個

人の必要」と結びつく場合とでは次元が異なる

現象であるが、これらが混同されていることが

多い。先述したように社会政策が「自分以外の

社会の全体のメンバーにも適用される規則」で

あることを考えると、社会政策への支持不支持

に関しては前者を踏まえることが多いように思

われるが、後者と前者がどの程度合致するか、

は両者を別の現象として考察しない限り不可能

である。機能主義も葛藤論的視座も、後者の自

分固有の事情に基づく意識がマクロな次元での

意識にまで持ち込まれることを前提とし、この

点を曖昧にしてきたように思われる。

　以上を踏まえて、「相互作用が行われる範囲

での矛盾」、相互作用が可能な範囲を超えた「社

会全体での資源をめぐる矛盾」、この両者にお

ける「社会政策の位置づけ」を探ることが今後

の「社会政策の社会学」の課題となるのではな

いだろうか。はたして本書はこのような課題に

対してどこまで応えているのだろうか。

　それでは、次節において本書の課題に関して

考察を行いたい。

4：本書の意義および課題

　本節では、前節までに述べた現状や先行研究

の現状から本書の意義および課題を探るという

作業を行う。まず、本書の意義に関して、冒頭

に述べたものよりもう少し具体的な観点から述

べたい。

専門家や官僚、利用者の相互関係、そしてそ

こに「利用者以外の国民・住民」も含めた相互

関係、さらにはそれぞれのアクター内部での相

互関係に関しては本書はかなり深い考察を行っ
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ている。また、社会政策と他の政策の位置づけ

に関しても、これらのアクター間の相互関係も

踏まえたかなり網羅的な考察を行っている。

ところが、先行研究の節で指摘した問題と同

様に「社会全体での資源をめぐる矛盾」と「相

互作用が行われる範囲での矛盾」という問題に

本書は十分に対応出来ていない、という課題を

抱えている。もう少し具体的に述べると、社会

政策において専門家権力や官僚の権力に対する

利用者の立場の弱さを踏まえることの重要性が

繰り返し言及されているのに比して、家族内や

利用者の個人的心理の中での葛藤という「権力」

が社会政策の実施に際して障害になることへの

認識が少し弱いように思われる。言い換えれば、

「個人の需要」と、矛盾する可能性を持つ「必要」

に関して、社会政策と結びつくことの多い「社

会的な必要」と家族や個人の心理のような相互

作用の場の構造によって影響を受けやすい「個

人の必要」の区別を踏まえていないため、社会

政策の効果に関する考察が不十分なものになっ

ている、ということである。これが本稿で最も

重視したい観点であるので、もう少し本書に即

して詳しく見ていこう。

　本書においては「専門家」や「官僚」、「利用者」、

そして「利用者以外の者も含めた国民・住民」

というアクターが登場する。しかし、この中で、

「利用者」相互の対立の可能性という観点に関

して不十分にしか考察が行われていないように

思われる。まず、「利用者」内部の対立といっ

た場合、複数の次元のものが想定できる。1 つ

目の次元としては、「社会全体での多様な『必要』

およびそのための『資源』をめぐる対立」とい

う問題である。社会サービス、社会政策の「必

要」およびそのための「資源」は個人間で多様

であることが考えられるが、この多様な「必要」

およびそのために求められる多様な「資源」相

互の対立という次元である。これは、先述した

「社会全体での資源配分をめぐる矛盾」という

部分に含まれる次元の話である。2 つ目の次元

としては、「相互作用が可能な範囲での個人間

の対立」というミクロな次元での「利用者」相

互での対立である。たとえば、親族内部で長男

や長男の嫁と介護の受け手との間で「必要」お

よびそのための「資源」に対する認識が異なる

場合などの問題である。あるいは夫と妻の間で

子どもの育児の「必要」およびそのための「資源」

に対する認識が異なる場合も考えられる。さら

に、「相互作用」が行われている範囲内で一見「必

要」およびそのための「資源」に関する合意が

できていたとしても、特定の者に負担が偏るケ

ースも考えられる。たとえば、先述したように

介護や育児に関して女性に負担が大きく偏るケ

ースなどである。

　本書は、第一の次元である「社会全体での多

様な『必要』および『資源』に関する対立」と

いう次元に関しては、これに応えるような考察

をかなり行っているように思われる。「社会政

策」の「必要」概念をめぐる「社会的価値」の

対立や国民・住民相互の間での意識の分布や「利

用者間の公平性」はこのような次元の問題に応

える視座であるといえる。しかし、第二の「相

互作用が行われる範囲での矛盾」という問題に

は不十分にしか応えられていないのではないだ

ろうか。では、どの点で不十分なのか、逆に本

書・著者はどの点までこの問題に関する論点を

カバーしたのか、を著者の執筆した別の論文も

随時参照しながら検討していこう。

　まず、「必要」および「資源」概念に関する

原理的、実証的考察の点から見てみよう。武川

の提起する「必要」概念が「個人の必要」に関
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するものなのか、「社会的な必要」に関するも

のなのか、が曖昧であるように思われる。ここ

で序章での定義を繰り返すが「個人の必要」と

いうとき、筆者は「特定の具体的な個人にとっ

てこのような社会サービス・社会政策が必要で

ある」という概念と定義する。それに対して、

筆者は、「社会的な必要」というとき、「社会全

体での資源配分として、このような社会サービ

ス・社会政策が必要である」という概念と定義

する 2。「社会全体での規範」に照らして、一般

論としてこのような個人（すなわち、顔の見え

る具体的な個人ではなく、匿名性の高い「類型

化された個人」）の「必要」にはこのような「資源」

が求められる、という福祉ミックス・サービス

のパッケージ化のような場合と、そのような福

祉ミックス・サービスのパッケージを踏まえて

「社会全体での資源配分としてこのような社会

サービス・社会政策が必要である」という場合

の双方をこの「社会的な必要」という概念には

含めている 3。また、筆者は「必要」の判定は

政府および専門家や社会政策の負担・給付の担

い手になりえる国民・住民に加えてさらには利

用者と利用者を取り巻く相互作用が可能な範囲

の者によっても行われている、と考える。では、

武川はどのように考えているのか、もう少し詳

細に見ていこう。武川は「必要」に関して、「需要」

のような個人の主観的な判断のみに依拠したも

のではなく、「個人の恣意を超えた社会的な価

値判断に基づいている」と述べている。また、「必

要」の決定自体は「専門家」と「政府」によっ

て主になされることを武川 (1996: 40) において

述べている。ただし、この決定自体が「社会通

念」をも踏まえることが論じられている。だが、

これのみでは、第 2 節で提起した社会政策を取

り巻く問題をカバーするには不十分であると考

える。理由は次の 2 点である。

　本書で述べられているように、ある個人の「必

要」が満たされるというとき、個人の「必要」

の判定が行われ、そこに資源が割り当てられる

ことによって個人の「必要」は満たされたこと

になる。しかし、「必要」の判定は本当に「政府」

や「専門家」が社会通念に基づいて行うだけな

のだろうか。実際には家族や場合によっては本

人が、個人の「必要」を判定しているというケ

ースも多いのではないだろうか。介護保険制度

や生活保護制度を考えても、そもそも申請を行

わなければ、「政府」や「専門家」による個人

の「必要」の判定は行われない。本人が申請し

ない、あるいは本人と相互作用をしている家族

が申請しない場合は、「政府」や「専門家」に

よる判定を受けることはできず、この場合は本

人や家族が「必要」を判定していることになる 4。

　ここで、「社会通念」という時の「社会」が

どのような次元での「社会」を指しているのか、

という点も考える必要がある。マクロな次元で

の漠然とした、あるいはマクロな意識調査や実

態調査などの統計・データに基づいた「社会規

範」を「社会通念」として考えるのか、それと

も家族を中心とした自分が相互作用が可能な範

囲の者同士のミクロな規範を「社会通念」とと

らえるのか、によっても大きく異なる。利用者

や家族が「必要」の判定主体となる場合、生活

保護の申請に際して当事者が感じるスティグマ

という時は前者の、マクロな次元の「社会規範」

を「社会通念」としてとらえているように思わ

れる。しかし、介護サービスや保育サービスを

利用する場合は、後者のミクロな規範、そして

ミクロな次元での固有の事情を「社会通念」と

して判断することも多いように思われる。専門

家や政府が「必要」を判定する場合は、前者の
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マクロな次元のそれを「社会通念」として把握

している可能性が高い。

　では、筆者のように「必要」概念に関して、「個

人の必要」と「社会的な必要」を分類し、それ

らの相互の位置づけに注目することの意義は何

であろうか。それは、各個人や各家族が、「必要」

の判定において「個人の必要」と「社会的な必

要」を使い分けるという事象を踏まえることが

できる点である。自らの「必要」を判定する時

は、「個人の必要」に依拠する割合が大きいと

言えよう。これに対して、「利用者以外の者も

含めた国民・住民」が当該社会政策への支持不

支持を考える際には、「社会的な必要」に依拠

する割合が大きいように思われる。（本書の第

13 章の、「個人の必要」が「社会政策への意識」

と直結しない、という結果もこのようなことを

示唆しているのではないか。）この場合、社会

政策の形成において「専門家」や「政府」が「社

会通念」として参考にする可能性が高いのは、

社会政策の負担者・利用者となる国民・住民の

「社会的な必要」に関する認識であろう。その

場合、「社会的な必要」として多くの国民・住

民が「育児や介護の社会化」を支持したとして

も、実際の育児・介護の担い手が「相互作用に

おける規範」や「相互作用の場の構造」に依拠

して「個人の必要」としては親族・家族による

育児・介護を選択した場合、「育児や介護の社

会化」という「社会的な必要」を踏まえた社会

政策の効果は限定的なものにとどまる可能性が

高い。実際に介護や育児・家事に関する意識調

査を振り返っても、制度として一般論としての

回答と自分が関与する場合の回答が異なる傾向

が散見される。（春日井 2004 など）

　以上のように考えると、「政府」や「専門家」

が主な「必要」の判定の主体で「社会通念」に

基づいてそれが行われている、というのみでは、

本書が志向している「『社会政策』と『社会構造』

の関連を『社会計画』という枠組みを通じて捉

える視点」としては不十分である。

　次に、「相互作用が行われる範囲での矛盾」

に対して社会政策の果たす役割に関して、武川

はどのような設定を行っていたのだろうか。社

会構造および社会計画との関連で社会政策を把

握することを試みる本書は、「社会構造」を「広

義の社会的生産物の分配方法または分配状態」

に焦点を当てた「分配構造」として把握してい

る。その他の「社会関係の構造」ないし「役割

構造」として把握される「社会関係を中心とし

た社会関係を中心とした社会構造へのアプロー

チ」や「文化の役割」を強調する「文化構造」

という社会構造へのアプローチは対象外として

位置づけられている。この「社会構造」の分類

自体は大変精緻なものであるが、「広義の社会

的生産物の分配」との関連で社会政策を捉える

という場合に、「社会関係の構造」や「文化構造」

を対象外とすることは限界を伴わないのであろ

うか。

　「広義の社会的生産物」の生産、分配には、「社

会関係構造」「役割構造」を媒介にして行われ

ることが多い。たとえば、性別役割分業構造を

媒介にして労働市場における性別による分配の

格差が生じているのは多くの先行研究が指摘し

てきた所である。この場合、「性別役割分業」は、

労働市場をはじめとしたマクロなものだけでな

く、ミクロな「相互作用の場」を通じて形成さ

れてきたものであることは先述した。その場合、

社会政策を通じて分配の構造のみに介入し社会

関係構造・役割構造を対象としなかった場合、

社会政策を通じた分配の効果は軽減される可能

性が高い。これは、第3節で提起した「社会政策」
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研究のように「社会全体の資源をめぐる矛盾」

のみをターゲットにした場合は、「相互作用が

行われる範囲での矛盾」を看過し、「社会全体

での資源配分」と「相互作用を通じた資源配分」

を媒介する視座が不足していた点と重なる部分

である。つまり、分配構造のみを社会政策の対

象として考えると、社会政策を通じた「社会全

体での資源をめぐる矛盾」の緩和が「相互作用

の範囲における矛盾」によって相殺されてしま

う可能性がある。本書においても身体介助とい

う意味での介護に関して家族の責任を求める意

識が強く家族が高齢者の介護を行っている現状

が指摘されてはいるものの、その解決策として

「リスクの出現率を低下させ、またリスクを社

会全体で共有していくこと」、そのための手段

として「保健・医療・福祉などの社会サービス」

の充実、あるいは別の論文を踏まえると「脱家

父長化」を伴う社会政策の充実の必要性が提起

されている。さらに、武川（2010: 50）におい

ては「日本の場合、社会支出の拡大を国際環境

が許さなかったために、その結果として家族や

企業の役割が大きくならざるを得なかったので

ある。実際、日本で『企業中心社会』や『男性

稼ぎ主モデル』が強化されたのは、日本が福祉

国家へ離陸する以前というよりは、1980 年代

以降のことである」と述べて、社会政策によっ

て、家族のケアの責任が大きくなる分配構造が

強化されたかのような言及が見られる。しかし、

専門家や官僚と利用者が対峙する場合とは異な

り、家族の場合、利用者を取り巻く環境、相互

作用が行われる環境など相互作用の場固有の論

理による制約を強く受けており、このような「社

会全体での資源をめぐる矛盾」の緩和という社

会政策の手段のみによって変化させることは大

きな困難が伴うのである。また、社会政策を通

じた「社会全体での資源をめぐる矛盾」がその

まま「相互作用が行われる範囲での矛盾」に持

ち込まれるわけでもない。他方で、家族介護や

家族による育児の選択という『利用者』（や家族）

の意志に対して、専門家や官僚が介入すること

はパターナリズムを招く危険性も大きい。

　では、武川は「相互作用を通じた資源配分」

とより強く関連する社会政策によるパターナリ

ズムの問題をどのように把握していたのだろう

か。武川は「福祉国家の社会サービスが、利用

者の選択や意思決定とは無関係に権威主義的に

供給されている」という問題を指摘し、「パタ

ーナリズムに対して自己決定を」対置する、と

いう視座を採っている（武川 2000: 41）。つま

り、社会政策と利用者を対置させる視座を採っ

ている。しかしながら、先述したように利用者

は、利用者を取り巻くミクロな「相互作用が行

われる範囲」による制約のもとにいるので、利

用者の「必要」を考慮する場合、社会政策と「相

互作用が行われる範囲での利用者と他者の関

係」を対置する視座が必要なのではないだろう

か。社会政策との関連で「社会変動」「社会過

程」を志向した「社会計画」を考える時に、マ

クロな社会構造のみを視野に入れるのみでは不

十分であり、ミクロな「相互作用」構造まで組

み込んだ重層的な社会構造を考慮する必要があ

る。「相互作用」およびそこでの制約あるいは

個人内での相矛盾する感情に基づいて形成され

た（「社会的な必要」とは区別された）、ケアの

受け手および家族による「個人の必要」の判定

によって、「家族の負担の軽減」という社会政

策の効果が妨げられる可能性も十分に考えられ

るのである。

　だが、家族を中心とした「相互作用」の場は

このようなマクロな分配構造や社会政策によっ
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て形成された分配構造を相対化し変化させてい

く可能性を持つ場でもある。山根純佳（2010）

は「批判的解釈実践」という用語で、「性別分

業構造」を変化させるミクロな相互作用の場で

の実践を紹介、考察している。「脱家父長化が

家父長制の廃止を意味しないことは、脱商品化

が労働力の商品化の廃止を意味しない」（武川 

1997: 259）5 のと同じように、「再商品化や再

家父長化を志向した社会政策」も必ずしも「労

働力の商品化や家父長制の強化」につながると

は限らないのである。「ある社会政策における

受給資格が特定のジェンダー関係と一義的に結

びついたり、また現存するジェンダー関係がそ

のまま社会政策における受給資格と結びつくと

は限らない」（深澤 2003: 35）ということは、

このように社会政策と社会政策が対象とする領

域の多様な可能性を踏まえることによってはじ

めてその実態が明らかになるように思われる。

そのためには、このような社会政策による分配

構造および「変革」、「市場」計画を通じた分配

構造を変化させるようなミクロな実践、相互作

用の場の構造をも組み込んだ考察を行っていく

ことも、「社会政策の社会学」の課題といえる

のではないだろうか 6。

　最後に、一個人内でのアイデンティティや役

割の葛藤の問題を武川はどのように把握してい

るのだろうか。これに関しても「必要」を考慮

する時、利用者自体が「必要」の判定の主体に

なる、という点と結びつく。武川自身は本書に

おいて、「自分にとって望ましいことと自分が

望んでいることを区別して考える習慣がある。

だからこそ、人間は、両者の乖離に直面して、

悩んだり悔んだりするのである」と述べてい

る。よって、一個人内での「社会政策が対象と

する領域」に関する葛藤が生じているという次

元を射程に入れている、と考えられる。このこ

とは、「必要」の判定をめぐって個人内で対立

が生じている状態である、といえよう。しかし

ながら、本書の他の部分では詳細な考察が行わ

れた「社会全体での資源をめぐる矛盾」とリン

クさせた考察が行われていない。つまり、「個

人の需要」と「個人の必要」の二段階をめぐる

矛盾に関する考察は見られても、これに「社会

的な必要」も加えた三段階をめぐる矛盾に関す

る考察が見られないのである。

　以上を踏まえると、専門家間や官僚間、専門

家・利用者・官僚相互の関係に関する視座に加

えて、次のような視座を持つことが本書および

今後の「社会政策の社会学」の課題と言えるの

ではないだろうか。

　それは、「社会政策」および「社会政策が対

象とする領域」に関する以下のような視座であ

る。「①個人内での矛盾」・「②相互作用が行わ

れる範囲での個人間での矛盾」・「③社会全体で

の資源をめぐる矛盾」の可能性およびこれらを

リンクする視座が社会政策の社会学研究におい

ては求められているのではないだろうか。

　そして、この「矛盾」を解消していくような

実践の積み重ねも射程に入れた理論の構築が大

きな課題であるように思われる。

5：今後の課題

　以上の話をもう少し抽象度を挙げるとどのよ

うなことが言えるか。それは、社会政策に関し

て「どのような構造が存在するのか」、そして

「アクターがどのように構造を認識するのか」、

最後に「構造を認識してどのように行動に移す

のか」という 3 つの次元を実証的かつ理論的

に考察していく作業が必要ということである。
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これまでは、社会政策研究が明らかにしてきた

「社会政策に関してどのような構造が存在する

のか」と「社会政策が対象とする領域の社会学

研究」が明らかにしてきた当該領域における行

動や認識、当該領域における構造をつなぐこと

によって社会政策の意義と限界を明らかにする

ような試みが希薄であった。

　そしてこれからの考察に際しては、「構造」・

「構造に対する認識」・「実践」という各次元に

おいて相矛盾しうる複数の選択肢が存在するこ

と、そしてそれらが同居している可能性まで踏

まえた考察を行っていくことが重要であろう。

　最後に、「社会政策研究」と「社会政策が対

象とする領域の社会学研究」をリンクする視座

がこれまでに不十分であった理由を振り返りつ

つ、さらなる「社会政策の社会学」の課題を提

起して本稿を閉じたい。

　ここで、そもそも、上記の「社会政策研究」

と「社会政策が対象とする領域の社会学研究」

はなぜ乖離する傾向が見られたのか、考察した

い。様々な理由が考えられるが、おそらく、「社

会政策研究」が前提とする「行為者像」と「社

会政策が対象とする領域の社会学研究」の「行

為者像」が異なっていたことに起因するように

思われる。「社会政策研究」が前提とする「行

為者像」は、行為者を取り巻く資源配分構造に

状況適合的な判断を行い行為する人間像を前提

としていたのではないだろうか。そして、資源

が提供されアクセスの平等が確保されさえすれ

ば、それを利用できる「行為者像」を前提にし

ていたように思われる。つまり、「相互作用が

行われる範囲での矛盾」は、「社会全体での資

源をめぐる矛盾」を緩和すれば同時に解決可能

なものだと考えていたように思われる。

　他方で、「社会政策が対象とする領域の社会

学研究」は、マクロな資源配分構造によって判

断が左右されつつも、それとは別に「相互作用

の場」の構造や「個人の内面での心理的な葛藤」

のただなかにいる「行為者像」が前提とされて

いた。状況適合的な判断を行い、社会政策によ

って資源が提供されたとしても、このような「相

互作用の場の構造」や「個人の内面での心理的

な葛藤」によって制約される「行為者像」が前

提とされていたといえよう。

　ここから、以下のような課題が読み取れる。

それは、「行為」という概念は、研究・さらに

は観察を行う者の解釈の地平に依存したもの

でしかない、ということである。（盛山 1995: 

204-5）それぞれの研究者によって前提とする

「行為者像」が異なり、また行為のどの側面に

着目するか、という点でも相違が伴わざるを得

ない。「社会政策研究」と「社会政策が対象と

する領域の社会学研究」の乖離もこのような点

に起因していたようにも思われる。

　しかし、「社会政策」の効果、あるいは望ま

れる形態を考える上では、やはり「社会政策そ

のもの」と「社会政策が対象とする領域の実態」

を接合する必要がある。そして、そのために今

求められているのは、様々な研究領域の「行為

者像」の相違を明らかにし、それらを接合して

いく作業であろう。具体的には、社会政策研究

の蓄積に基づいた「社会政策の特殊性」を踏ま

えて、「相互作用における構造」を読み解く社

会学研究にもこのような「社会政策の受け止め

られ方」をはじめとした「社会政策の影響」を

組み込んだような分析が求められよう。そし

て、社会学研究や社会政策研究がこれまで蓄積

してきた様々な「行為者像」を解明かつ照合し、

各個人の中でこれらがどのように組み合わさ

れ、各個人のマクロな構造上の位置（これは、「マ
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クロな構造」を解明した社会学研究の成果でも

ある）によってこのような「行為者像」の組み

合わされ方がどのように異なってくるのか、を

考察するような作業が求められる。これは上記

の「個人内での矛盾」をより実証的に明らかに

する作業へともつながる。そうすることによっ

て冒頭に述べた「社会政策研究」と「社会政策

が対象とする領域の社会学研究」を接合し、ま

た社会政策の効果や求められる社会政策像を考

える一助にもなろう。

注
1 対照的に、専門家支配や官僚支配、社会サー

ビスの雇用の問題、さらには資本主義社会にお

ける社会政策の位置づけに関する考察はすでに

かなり精度の高い膨大な量の論文の蓄積がある

ため、ここでは言及しなかった。
2 社会学の階層研究において、海野道郎（2000: 

14）は「公平感」という概念によって同様の

分類を行っている。海野（2000: 14）は「自分

や特定の個人が不公平な目にあっている」とい

う「ミクロな公平感」と区別された概念として

「社会全体の資源配分に対する認知的評価」と

いう定義で「マクロな公平感」という概念を提

起している。

また、江原由美子（2001: 48-9）において指摘

されたような「広く流布し多くの人々にとって

利用可能になっている諸言説」と「具体的な社

会的相互作用の場において行為を遂行すること

に関わる諸言説」という区分も同様の含意を持

つ。なぜなら、自らのケア等に関わる実践にお

いては、後者の「具体的な社会的相互作用の場

において行為を遂行することに関わる諸言説」

に依拠しつつも、社会政策に対する支持不支持

を決める際には「広く流布し多くの人々にとっ

て利用可能になっている諸言説」に依拠する可

能性も十分に考えられるからである。
3 坂田周一（2003: 6-13）は、このように利用

者相互間に、必要を満たすために資源を配分す

ることを「割当」と定義している。また、本書

においても同様の定義が見られる。しかし、本

稿は社会政策における利用者間の対立だけでな

く、「利用者以外の者」も含めた資源をめぐる

矛盾という議論を展開している。そのため「割

当」ではなく、「資源の配分」という用語をこ

こでは用いている。
4 もっとも、武川は（本書 : 118）において「利

用者が必要の判定を行うことが可能なケース」

も挙げている。しかし、ここで武川が列挙して

いる「必要」は「利用者の自己決定」に主眼を

置いた考察を行っているように思われる。つま

り、専門家や官僚、さらには社会政策全般の財

源の負担者、受益者となりうる一般の国民・住

民とは別に、利用者を取り巻く「相互作用」の

構造によって「必要」の充足が妨げられている

というケースへの注目は希薄であるように思わ

れる。実際、専門家、さらには官僚との関係か

ら利用者の消費者主権が困難な場合の提起とし

て「エンパワーメント」という概念が示されて

いる（本書 : 276）が、そこでも「権力という

メディアを用いてより直接的に、利用者の自己

決定を拡大する試み」、あるいは「自立的な人

間の発達」という意味で使用している。
5 武川は、別の複数の論文においても、「脱家

父長化」という概念を提起し、家族への依存か

ら独立した社会保障や就労機会の確保の必要性

を提起している。しかし、この「脱家父長化」

という概念でも、「相互作用における構造」に

対する視点は弱く、あくまでもマクロな構造と

しての「家父長制」を念頭に置いた概念である
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ように思われ、「相互作用における構造・規範」

と「マクロな構造・規範」との矛盾や「個人内

での多様なアイデンティティの矛盾」という視

座は希薄であるように思われる。
6 近年、このような「相互作用が行われる範囲

内での矛盾」と「社会全体での資源配分をめぐ

る矛盾」の双方に注目し、社会政策と「社会政

策が対象とする領域の社会学的研究」を結び

つける視点に基づいた論文も出てきた。（藤崎 

2002; 木戸 2005; 船橋 2006; 齋藤 2007 など）
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